
 

 

差押範囲変更（減縮）の申立てをする方へ 

 

                                     東京地方裁判所民事第２１部 

 

 裁判所は、提出いただいた資料をもとに、あなた及び債権者の生活の状況その他の事情

を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消す必要があるかを判断します。 

 提出を求める主な書類等は以下のとおりですが、提出された資料の内容や事情によって

は追加提出を求める場合もあります。 

 また、裁判所から債権者に対して、申立書副本及び添付資料のコピーを送付して意見を

求める場合もありますので、その場合には判断に時間を要することをご承知置き下さい。 

 なお、申立てがあれば必ず範囲変更や第三債務者への給付の禁止が認められるわけ

ではありませんし、範囲変更が認められても、あなたの債務が減るわけではありませ

ん。 

１ 申立ての際に必要な書類 

  差押範囲の変更を申し立てる場合には、次の書類が必要になります。 

① 申立書正本（裁判所提出用） 

 ② 郵便切手５２８０円分（内訳：５００円×６枚、１００円×８枚、８４円×１０枚、２０

円×２０枚、１０円×２０枚、２円×２０枚） 

  ③ 申立人及び同居者の生活に必要な費用、それらの者の収入、資産等、生活状況が分

かる書類（通帳以外は原本を提出してください。陳述書・家計表以外の原本は、コピ

ーとの照合後に返還します。） 

      【例：陳述書、家計表〔申立前２か月分〕、源泉徴収票、課税証明書（又は非課税

証明書）、確定申告書〔税務署の受領印が押されたもの〕、公的扶助の受給証明書、

給与明細書〔申立前２か月分〕、預貯金口座の通帳のコピー〔過去１年分〕、その

他資産及び家計表に記載した収入・支出が分かる資料など】 

 ④ 世帯全員及び同居者全員が記載された住民票〔申立前３か月以内に取得したもの〕

（原本を提出してください。） 

※住民票はマイナンバー（個人番号）の記載のないものをお願いします。 

 ⑤ 申立書副本及び③・④のコピー（裁判所用１部、相手方送付用１部） 



 

 

２ 申立書の記載について 

  ⑴ 申立人（債務者）の欄にあなたの名前を記載した上で、あなたの印鑑を押してくだ

さい（申立書副本、陳述書も同様です。）。 

      連絡先の欄には、あなたと日中連絡の取れる連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号）を必

ず記載してください。今後連絡する際には、その連絡先にさせていただきます。 

   また、取消し等を求める差押命令の債権者名を記入してください。 

  申立ての趣旨の欄には、取消し等を求める差押命令の事件番号・第三債務者名を記

入し、差押命令の取消し等を求める範囲について、該当する□にレ印を記入してくだ

さい。 

   また、この申立てに対する結果が出るまでの間、第三債務者に対して、支払その他

の給付の禁止（債権者に支払を行わず、第三債務者がその分を取り置いておくこと）

を希望する場合には、該当する□にレ印を記入してください。 

  申立書の理由の欄には、後記３の記載例を参考に、差押命令の取消し等を求める理

由を記載してください。 

 添付書類の欄には、あなたが本申立てのために提出した資料について、該当する□

にレ印を記入してください。 

３ 申立ての理由の記載例 

 ⑴ 生活保護受給者の場合 

「申立人は、生活保護法の被保護者であるが、同居者も含めた１か月の収入は、申立

人の生活保護費と○○との合計○万○○○○円であり、申立人及び同居者に不動産や

預貯金等の資産もない。本件差押えによって、申立人らの生活に著しい支障が生じて

いる。よって、本件差押命令の取消しを求めるため、本申立てに及ぶ。」 

 ⑵ 給与所得者の場合 

  「申立人は給与所得者であるが、１か月の収入及び支出は家計の状況に記載したとお

りであり、他にめぼしい資産等はない。本件差押えは給料、賞与及び退職金から所得

税、住民税及び社会保険料を控除した残額の○分の○を対象とするものであるが、申

立人の生活に著しい支障が生じている。よって、本件差押えの範囲を上記給料、賞与

及び退職金の○分の○に変更することを求めるため、本申立てに及ぶ。」 

                                  以  上  


